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〔キーワード〕応用美術の著作物性（著２条１項１

号）、純粋美術の著作物（著２条２項）、作成者

の個性、シャフトデザインの著作物性、デザイン

書体の著作物性、カタログデザインの著作物性

【事案の概要】

　本件は、控訴人（Ｘデザイン事務所ことＸ）が、
被控訴人（株式会社グラファイトデザイン）に対
し、①別紙被告シャフト目録（原判決別紙被告シャ
フト目録記載の各シャフトに、それぞれデザインを
記載したもの）記載１〜83の被告シャフトが、主位
的には、控訴人の著作物である本件シャフトデザイ
ンの翻案に当たり、予備的には、控訴人の著作物で
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ある本件原画の翻案に当たるから、被控訴人の被告
シャフト製造、販売行為が、控訴人の著作権（翻案
権、二次的著作物の譲渡権）を侵害し、②被告シャ
フトの製造は、主位的には、控訴人の意に反して本
件シャフトデザインを改変してなされたものであり、
予備的には、控訴人の意に反して本件原画を改変し
てなされたものであるから、控訴人の著作者人格
権（同一性保持権）を侵害し、③別紙被告カタログ
目録（原判決別紙被告カタログ目録記載の各カタロ
グに、それぞれデザインを記載したもの）記載１及
び２の被告カタログの製作は、控訴人の意に反して、
控訴人の著作物である本件カタログデザインを改変
してなされたものであるから、控訴人の著作者人格
権（同一性保持権）を侵害しているとして、①被告
シャフト５〜８による著作権（翻案権、二次的著作
物の譲渡権）侵害につき民法703条、704条に基づく
使用料相当額の不当利得金5400万円及びこれに対す
る不当利得日である平成19年６月30日から支払済み
まで民法所定の年５分の割合による利息の返還、②
被告シャフト及び被告カタログによる著作者人格権

（同一性保持権）侵害につき民法709条に基づく慰謝
料850万円の内金425万円及びこれに対する不法行為
の後である平成27年８月18日（訴状送達の日の翌日）
から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅
延損害金の支払、③被告シャフト及び被告カタログ
による著作者人格権（同一性保持権）侵害につき著
作権法112条１項に基づく被告シャフト及び被告カ
タログの製造及び頒布の差止め並びに同条２項に基
づく廃棄、並びに、④被告シャフトによる著作者人
格権（同一性保持権）侵害につき、同法115条に基
づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
　原判決は、本件シャフトデザイン、本件原画及び
本件カタログデザインは、いずれも、著作権法上の
著作物に当たらないとして、控訴人の請求を全部棄
却した。

【判　　断】
　当裁判所も、被告シャフト及び被告カタログによ
る控訴人の著作権（翻案権、二次的著作物の譲渡権）
侵害及び著作者人格権（同一性保持権）侵害は成立
しないと判断する。その理由は、以下のとおりであ
る。

１　争点（１）（本件シャフトデザイン及び本件原

画の著作物性）について

（１）　応用美術の著作物性について

ア　著作権法２条１項１号は、著作物の意義に
つき、「思想又は感情を創作的に表現したも
のであって、文芸、学術、美術又は音楽の範
囲に属するもの」と規定しており、ここで「創
作的に表現したもの」とは、当該表現が、厳
密な意味で独創性を有することまでは要しな
いものの、作成者の何らかの個性が発揮され
たものをいうと解される。

控訴人は、本件シャフトデザイン等が、ゴ
ルフシャフトという実用に供される物品に表
現されたものであることなどを前提として、
その著作物性を主張する（著作権法10条１項
４号）から、本件は、いわゆる応用美術の著
作物性が問題となる。

ところで、著作権法は、建築（同法10条１
項５号）、地図、学術的な性質を有する図形

（同項６号）、プログラム（同項９号）、デー
タベース（同法12条の２）などの専ら実用に
供されるものを著作物になり得るものとして
明示的に掲げているのであるから、実用に供
されているということ自体と著作物性の存
否との間に直接の関連性があるとはいえない。
したがって、専ら、応用美術に実用性がある
ことゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合
理的理由は見出し難い。また、応用美術には、
様々なものがあり得、その表現態様も多様で
あるから、美的特性の表現のされ方も個別具
体的なものと考えられる。

そうすると、応用美術は、「美術の著作物」
（著作権法10条１項４号）に属するものである
か否かが問題となる以上、著作物性を肯定す
るためには、それ自体が美的鑑賞の対象とな
り得る美的特性を備えなければならないとし
ても、高度の美的鑑賞性の保有などの高い創
作性の有無の判断基準を一律に設定すること
は相当とはいえず、著作権法２条１項１号所
定の著作物性の要件を充たすものについては、
著作物として保護されるものと解すべきであ
る。


